
令和2年6月 1日 

面会者様 各位 

グループホーム清泉 

施設管理者 

 

緊急事態宣言解除に伴う新型コロナウイルス感染症の対策について 

 

 平素は当ホームの運営の方針にご理解を賜り、誠にありがとうございます。 

 緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き、新型コロナウイルス感染症のホーム内

感染防止のため、下記のとおり対策を続行いたします。入居者様への面会等について、

下記の通り、時間制限と人数制限を設けましたので、特別な事情を除いて原則に従っ

ていただきますよう、ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

時 間 ： 14：00～16：00（1 回あたり30分以内） 

手 順 ： ① 白門で消毒液による手指消毒を行う。 

       ② 玄関で名簿に入居者様・家族様の氏名、面会日時、体温を記入。 

場 所 ： 居室のみ。飲食物の持ち込みは差し入れであっても禁止。 

人 数 ： 1 入居者に対し2名まで。1日 1回まで。家族限定とし 15歳以下は不可。 

注 意 ： マスクを必ず着用して下さい。 

以上 


